
 

 

 

「かわまちづくり」支援制度実施要綱 

 

第１ 目的 

 この要綱は、河口から水源地まで様々な姿を見せる河川とそれにつながるまちを活性化

するため、地域の景観、歴史、文化及び観光基盤などの「資源」や地域の創意に富んだ「知

恵」を活かし、市町村、民間事業者及び地元住民と河川管理者の連携の下、実現性の高い

水辺の整備・利用に係る取組を定める「かわまちづくり計画」の作成及び「かわまちづく

り」支援制度（以下「支援制度」という。）への登録等に係る事項を規定し、河川管理者が

「かわまちづくり」の取組を支援し、河川空間とまち空間が融合した賑わいある良好な空

間形成を目指すことを目的とする。 

 

第２ 定義 

 １．この要綱において「かわまちづくり」とは、河川空間とまち空間が融合し、賑わい

あるまちづくりによる地域活性化に資する良好な空間形成を目指す取組をいう。 

 ２．この要綱において「かわまちづくり計画」とは、支援制度に登録するため、「かわま

ちづくり」の実現に向けて推進主体が作成する計画をいう。 

 ３．この要綱において「ソフト施策」とは、「かわまちづくり」の実現に向けて推進主体

と連携して検討を実施することや、河川敷地占用許可準則（平成２８年５月３０日

国水政第３３号）（以下「準則」という。）第２２による都市・地域再生等利用区域

の指定をすることなど、柔軟な提案・発想を活かして、河川管理者が支援する施策

をいう。 

 ４．この要綱において「ハード施策」とは、「かわまちづくり」において河川管理者が推

進主体と連携して、まち空間と融合した賑わいある良好な河川空間を創出するため

に、治水上の安全・安心に寄与するとともに、河川空間を活用し賑わいを創出する

ことで地域活性化に寄与する河川管理施設を整備する施策をいう。 

 ５．この要綱において「民間事業者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。 

一 準則第２２の規定に基づき、都市・地域再生等利用区域の占用主体として指定を受

けている者 

二 河川法第２０条の規定に基づき、河川管理者の承認を受けて、河川区域内において

賑わいある良好な河川空間の形成に資する施設を整備しようとする者で、当該施

設の整備・利用について市町村長の同意を得ている者 

三 河川区域に隣接する土地において、賑わいある良好な河川空間を形成するための

施設の整備・利用等を実施しようとする者で、当該施設の整備・利用等について市

町村長の同意を得ている者 

 

第３ 対象河川 

支援制度の対象となる河川は、一級河川、二級河川及び準用河川とする。 

 

第４ 推進主体 

河川管理者と連携して「かわまちづくり」を推進する主体は、次の各号のいずれかに該

当するものとする。 

１．市町村 

２．市町村及び民間事業者 

３．市町村を構成員に含む法人格のない協議会 

４．民間事業者 



 

 

 

第５ 登録要件 

支援制度の登録を受けることができる要件は、「かわまちづくり計画」の対象となる河川

が次の各号のいずれかに該当するものとする。 

 １．歴史的風致維持向上計画や観光圏整備実施計画など国による認定が個別法で規定さ

れており、まちづくりと一体的に良好な河川空間を整備し、その利活用を図る必要

がある河川 

 ２．都市再生整備計画や地方再生計画など国による認定が個別法で規定されており、地

域活性化や地域振興に関する計画等において、まちづくりと一体的に良好な河川空

間を整備し、その利活用を図る必要がある河川 

 ３．中心市街地活性化、国家戦略特区、地方創生特区及び環境モデル都市など国として

積極的に支援している地域活性化施策に関連して良好な河川空間を整備し、その利

活用を図る必要がある河川 

 ４．推進主体が河川空間と一体となったまちづくりを行うために自らが整備・活用を計

画し、賑わいある良好な河川空間形成のための諸活動を行っている等、推進主体の

熱意が特に高く、地域活性化に資する河川整備を行う必要がある河川 

 

第６ 「かわまちづくり計画」の作成等 

 １．支援制度の登録を受けようとする推進主体は、河川管理者と共同で、別途定める様

式により「かわまちづくり計画」を作成するものとする。 

 ２．「かわまちづくり計画」に定める内容は次のとおりとする。 

  （１）水辺とまちづくりに関する基本方針、地域活性化や賑わいあるまちづくりに資

する定量的目標 

（２）支援事業の内容（ソフト施策、ハード施策） 

（３）推進体制 

（４）安全な河川利用に向けた取組 

（５）準則２２による都市・地域再生等利用区域の指定に関する取組 

（６）生物の生息・生育・繁殖の場の保全・創出に関する取組 

（７）維持管理計画 

（８）その他特筆すべき事項 

 ３．推進主体が「かわまちづくり計画」の作成や「かわまちづくり」の推進にあたって

生じた課題を相談できるように、国土交通本省及び地方支分部局に窓口を設ける。 

 

第７ 「かわまちづくり計画」の登録 

１．推進主体は、河川管理者と共同で「かわまちづくり計画」を作成し、対象河川を管

轄する各地方整備局長、北海道開発局長、沖縄総合事務局長を経由して、水管理・

国土保全局長に支援制度への「かわまちづくり計画」の登録を申請すること。 

２．水管理・国土保全局長は、「かわまちづくり計画」の内容について、実施の定量的目

標、地域活性化や賑わいあるまちづくりに資する効果、市町村、民間事業者及び地

域住民の「かわまちづくり」の実現に向けた熱意の高さ、関係者の役割分担と実施

体制の確保等の実現可能性・継続性を勘案した上で、実現可能性等が高いと判断し

た「かわまちづくり計画」について支援制度に登録する。 

なお、準則２２による都市・地域再生等利用区域の指定に関する取組の内容につ

いて、確認を行うものとする。 

 

３．水管理・国土保全局長は、支援制度に登録した場合は、申請した推進主体に対して



 

 

登録証を交付する。 

 

第８ 「かわまちづくり計画」の変更 

１．推進主体は、支援制度への登録を受けた後に、「かわまちづくり計画」の内容につい

て重要な変更の必要が生じた場合は、「かわまちづくり計画」の変更を行う。 

２．「かわまちづくり計画」については、地域の状況を踏まえ、計画登録後又は変更登録

後、少なくとも５年以内に登録内容及び取組み状況を、推進主体と河川管理者と共

同で検証し、必要に応じ計画の変更を行う。 

３．変更の手続きについては、第７の規定を準用する。 

 

第９ 「かわまちづくり計画」の登録の取り消し 

水管理・国土保全局長は、推進主体及び「かわまちづくり計画」の内容が、次の各号の

いずれかに該当する場合は、支援制度への「かわまちづくり計画」の登録を取り消す。 

１．推進主体に民間事業者が含まれる場合、その民間事業者が第２ ５．の要件に該当

しないと水管理・国土保全局長が認める場合 

２．「かわまちづくり計画」の対象となる河川が、第５ 登録要件に該当しないと水管理・

国土保全局長が認める場合 

３．第７ ２．で勘案した事項の状況に変化が生じ、「かわまちづくり計画」の実現可能

性が低いと水管理・国土保全局長が認める場合 

 

第１０ 河川管理者が行う支援 

河川管理者は、支援制度に登録された「かわまちづくり計画」に基づき、次に掲げる「ソ

フト施策」、「ハード施策」を行う。 

１．ソフト施策 

河川管理者は、推進主体の柔軟な提案・発想を尊重し、次の項目に積極的に取り組む。 

一 推進主体と連携し、「かわまちづくり」の実現に向けて必要となる調査・検討を実

施 

二 全国の良好な整備事例やその後の活用について、推進主体に情報を提供 

三 地域活性化の観点からオープンカフェやドローンポート、地域が主体となって実

施するイベント施設の設置等、河川空間を活かした賑わい創出に寄与し、地域の

ニーズに対応した河川敷地の多様な利用を可能とするため、準則２２による都市・

地域再生等利用区域の指定等を支援 

四 河川利用者の安全確保に向けた川の指導者の安全講習等の受講、啓発活動等を支

援 

 

２．ハード施策 

河川管理者は、まちづくりと一体となった治水上の安全・安心に寄与する河川管理施

設であるとともに、河川空間を活用し賑わいを創出することで、地域活性化に寄与する

河川管理施設の整備及びそれと一体となった生物の生息・生育・繁殖の場の保全・創出

のための河道整備を、事業着手後、概ね５か年で積極的に推進する。 

 

 

第１１ 河川整備計画等との整合 

 河川管理者は、「かわまちづくり計画」に基づき整備する河川管理施設については、河川

整備計画（未作成河川については、工事実施基本計画又は河川改良工事全体計画、準用河

川においては準用河川改修計画等）との整合を図るものとする。 



 

 

 

第１２ 良好な空間の保全 

 推進主体及び河川管理者は、「かわまちづくり計画」により整備された良好な空間の保全

のために、関係施設の適正な維持管理を行わなければならない。 

 洪水による災害を防除するために設置された施設以外の維持管理については、推進主体

と河川管理者等が協議し、あらかじめ適正な管理の方法を定めるものとする。 

 

第１３ その他 

１．「かわまちづくり計画」の作成及び事業の実施にあたっては、関連するまちづくり

の計画等との調和に配慮するとともに、相互に円滑な推進が図られるように十分に

調整を行うものとする。 

２． 民間事業者が推進主体となり、「かわまちづくり計画」の作成、登録及び事業を実

施しようとするときは、河川管理者及び市町村を含むかわまちづくりに関する協議

会等を設置し、地域の合意を図らなければならない。 

３．その他この要綱の実施に必要な事項については、別途定める。 

 

附則 

１．この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

２．令和５年３月３０日付国水環第１５５号で通知した「かわまちづくり」支援制度実

施要綱は廃止する。なお、廃止前の要綱に基づき行われている事業（附則２に基づ

き、平成２１年４月１日付国河環第１１７号、平成２２年４月１日付国河環第１２

６号及び平成２８年２月１０日付国河環第１０９号で通知した「かわまちづくり」

支援制度実施要綱を適用している事業を含む。）については事業完了まで、廃止前の

要綱を、効力を有するものと見なして適用することができるものとする。 

 


